
子どもとお年寄りを輪禍から守ろう！！

～夏の交通安全県民運動に伴う街頭呼びかけを実施～

夏の交通安全県民運動が７月１１日から７月２０日までの１０日間、子どもと高齢者の交通事故防止、

歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行、自転車等利用時のヘルメット着用と交

通ルールの遵守を運動の重点として展開されます。

これに伴い、大野市交通対策協議会では、県の一斉街頭活動日に併せ、７月１１日に市内コンビニエ

ンスストアにおいてのぼり旗を掲出し、ドライバー・歩行者・自転車利用者に対し交通安全の啓発を行

うとともに啓発グッズを配布します。

つきましては、当日の取材をよろしくお願いします。

記

１ 日 時 令和６年７月１１日（木）午前７時１５分～８時（雨天決行）

２ 場 所 大野市内のコンビニエンスストア６か所（別紙のとおり）

３ 実施機関 大野市交通対策協議会

４ 参 加 者 大野市交通対策協議会会長（市長）、副会長（大野警察署長）、委員、

大野市交通指導員、大野市職員 約４０人

５ 参考事項 会長（市長）及び副会長（大野警察署長）はファミリーマート大野インター店にて

街頭呼びかけを行います。

報 道 資 料

【発信日】令和６年７月１日

【問合わせ先】

大野市役所（１階 ４番窓口）

地域づくり部市民生活・統計課 清水、長井

電話 0779-64-4831



別紙

夏の交通安全県民運動「街頭呼びかけ」

期 日 令和６年７月１１日（木） （雨天決行）

時 間 午前７時１５分～８時

場 所

※取材につきましては、市長・警察署長が街頭呼びかけを行うファミリーマート大野イ

ンター店でお願いします。

※大野市交通対策協議会

大野市交通対策協議会は、交通の安全確保と円滑化及び道路整備等施設の合理化を図るため、

関係機関、団体等が相互に緊密な連絡を保ち、総合的な交通体系を樹立し、これを推進するこ

とを目的として、昭和 44年に設立されました。
大野市長や大野商工会議所会頭など市内の主な団体長、学校長、各地区区長会長等により形

成され、会長は大野市長、副会長は大野警察署長および奥越土木事務所長があたります。

春、夏、秋の交通安全県民運動期間にあわせ街頭啓発を行うほか、忘年会等飲酒の機会が増え

る年末には飲酒運転撲滅の啓発活動を行っています。

１ ファミリーマート大野インター店

２ ローソン大野春日店

３ ローソン大野新庄店

４ ローソン大野中野店

５ ファミリーマート大野中挾店

６ ファミリーマート道の駅九頭竜店


